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資料３　　　　　北秋田市における各種健診の連携について　 （保健担当課に執行委任）

65歳以上

75歳以上40歳～74歳
（国保被保険者）

健診機関
（事業団等、北秋ＨＰ、米内沢ＨＰ、医師会）

１）生活機能評価
２）特定健康診査
３）がん検診等
　・データ送付
　・費用請求

実質取りまとめ部局
（保健担当課）

・受診券発行
・健診期間・受診起案の調整

共同実施

北秋田市

後期高齢者医療
広域連合

後期高齢者保健事業
・所管：広域連合

・75歳以上の広域連合の
被保険者

　・会計：広域連合

　
 
委
託

特定健診
・所管：国保部門
・対象：40～74歳までの
　国保の被保険者
・会計：国保特会

がん・歯周疾患検診
等

・所管：衛生部門
・対象：65歳の住民
・会計：一般財源

生活機能評価
・所管：介護保険担当課
・対象：65歳以上の介護被保

険者
・会計：介護特会

国保連合会
（国保・後期高齢者分）

執行委任 執行委任

＜特定健診・後期高
齢者保健事業＞
・データ送付

執行委任

執
行
委
任

・各種健診の個別契約
・支払い

データ閲覧

住　民

受
診
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①

③

④

⑤


